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平成19年から、税源移譲によって所得税・住民税が変わっています。

　税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担
の増加の影響のみを受ける方については、既に納付済の平成１９年度分の住民税額から、税源移譲により
増額となった住民税相当額を還付します。

平成１８年（度）

平成１９年（度）

所得変動が
ない場合

住民税 所得税

住 民 税 所得税

平成１９年（度）

【対 象 者】

【計算方法】

【問い合わせ】

【手 続 き】

所得変動が
あった場合 住 民 税

申告により  還付
税源移譲によって増額となった
住民税相当額が還付されます  

所得税
非課税

平成1８年中の所得に
対して課税

平成1９年中の所得に
対して課税

税源移譲で増
えた住民税額
（減った所得
税額）

申告が必要です！
平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方は

申告が必要です！
平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方は

申告期間

平成20年
7月1日～31日

まで

平成19年中に亡くなられた方
や海外へ転出されて平成20年
1月1日現在国内に居住されて
いない方には、この措置は適用
されません。
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近
年
、
地
球
温
暖
化
は
年
々
進
行
し
、
気
温
・
海
面
の
上
昇
、
台
風
や
熱
波
な
ど
の
異

常
気
象
が
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
暮
ら
し
が
便
利
に
な
っ
た
反
面
、
温
室
効
果
ガ
ス
、
と
り
わ
け
二
酸
化
炭
素
を
大
量
に

排
出
し
て
い
る
こ
と
が
主
な
原
因
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
の
環
境
を
少
し
で
も
良
く
し
、
未
来
へ
引
き
継
い
で
い
く
た
め
に
も
、
私
た
ち
ひ
と

り
一
人
が
ス
ト
ッ
プ
温
暖
化
を
進
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
・
で
き
る
こ
と
か
ら
取
り
組
み
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
み
ん

な
で
抑
え
ま
し
ょ
う
。

◎
室
内
で
は
、

・
電
灯
の
ス
イ
ッ
チ
を
こ
ま
め
に
消
し
ま
し
ょ
う
。

・
見
な
い
テ
レ
ビ
は
消
し
ま
し
ょ
う
。

・
食
器
洗
い
は
、
た
め
水
洗
い
で
し
ま
し
ょ
う
。

・
冷
蔵
庫
の
整
理
を
し
て
、
隙
間
を
と
り
ま
し
ょ
う
。

・
冷
蔵
庫
の
扉
の
開
閉
は
、
素
早
く
、
ム
ダ
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
。

・
お
風
呂
は
お
湯
が
冷
め
な
い
う
ち
に
続
け
て
入
り
ま
し
ょ
う
。

・
シ
ャ
ワ
ー
は
こ
ま
め
に
止
め
ま
し
ょ
う
。

・
洗
濯
に
は
残
り
湯
を
使
い
ま
し
ょ
う
。

・
水
の
出
し
っ
ぱ
な
し
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

・
歯
磨
き
の
時
は
水
を
止
め
ま
し
ょ
う
。

◎
外
出
の
時
は
、

・
外
出
時
は
な
る
べ
く
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

・
車
の
ア
イ
ド
リ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ
を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。

・
近
距
離
の
移
動
に
は
徒
歩
や
自
転
車
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

6
月
は
「
環
境
月
間
」

　
　
　
　
〜
地
球
温
暖
化
防
止
に
つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う
〜

★ 納期限内に納付がない場合は延滞金がかかりますので、ご注意ください。

★ ８月納期分以降の出張徴収は行いませんので、納税は取扱金融機関や役場出納室の窓口で納めるか

　口座振替で納めてください。

問い合わせ　役場税務課　�０７４５‐４４‐２２１１（内線１３２・１３３）

平成20年度　町県民税第１期分の徴収月です。
（全期前納分）　

役場職員が出張しますのでよろしくお願いします。

徴収日のお知らせ
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・　平成２０年４月から、原則として、年金から保険料が徴収されています。年金から徴収された方には、４月上旬に、

　保険料に関する通知書（仮徴収額決定通知書、仮徴収額納入通知書、年金振込通知書）が送られました。

　平成２０年１０月以降も年金から徴収される方には、7月に、再度、保険料に関する通知書（保険料額決定通知書、

保険料納入通知書）、10月に（年金振込通知書）が送られます。

・　年金から徴収できない方、４月から年金より徴収されていない方には、納付書や口座振替等により、市町村に対

　して個別に納付していただくことになり、前年の所得額が確定する７月からの徴収となります。7月に、保険料に関

　する通知書（保険料額決定通知書、保険料納入通知書及び納付書）が送られます。

・　後期高齢者医療制度の施行当初に制度加入となった方は、通常どおり※の保険料額で、原則として、前年の

　所得額が確定する７月からの保険料徴収となり、納付書や口座振替等により、市町村に対して個別に納付してい

　ただくことになります。徴収開始に当たっては、7月に、保険料に関する通知書（保険料額決定通知書、保険料納入

　通知書及び納付書）が送られます。

・ 平成２０年１０月からは、原則として、年金からの保険料徴収が開始されます。年金から徴収される方には、10月に、

　（年金振込通知書）が送られます。

※均等割額39,900円  所得割率7.5％（奈良県内の保険料率）
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◎後期高齢者医療制度の呼称を「長寿医療制度」に

・   平成２０年４月から９月までは、保険料は徴収されません。したがって、保険料に関する通知書は送られません。

・    平成２０年１０月から平成２１年３月までは、被保険者均等割額を９割軽減した額が、原則として、年金から徴収

　されます。徴収開始に当たっては、9月に、保険料に関する通知書（保険料額決定通知書、保険料納入通知書、

　年金振込通知書）が送られます。

　　年金からの徴収が行われない方については、納付書や口座振替等により、市町村に対して個別に納付してい

　ただくことになります。徴収開始に当たっては、9月に、保険料に関する通知書（保険料額決定通知書、保険料納

　入通知書及び納付書）が送られます。

※ 年金保険者からの年金振込通知書は、年金額の改定時期に合わせて毎年６月上旬に通知されます。

　ただし、特別徴収の開始の際には、開始される年金の振込月の上旬に改めて通知されます。

　　　　　　・　年金額が年額１８万円未満の方

　　　　　　・　介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の２分の１を超える方

　　　　　　・　平成２０年７月以降に、７５歳に到達し後期高齢者被保険者になられた方

　　◎市町村から、保険料の納付をお願いする通知書（保険料納入通知書）が送られます。被保険者の方には、

　　　納入通知書とともに送られる納付書や口座振替等の方法により、市町村に対して個別に保険料を納付し

　　　ていただくことになります。

「後期」という言葉の持つ印象が悪いとの指摘を踏まえ、

厚生労働省は、後期高齢者医療制度の呼称を「長寿医療

制度」と決め、「あくまでも呼称、通称ということで、決して

これを使わないといけないということではない。柔軟な対

応をしてもらいたい」との通知がありましたので、今後作成

する広報等には「長寿医療制度（後期高齢者医療制度）」

と記述させていただきます。
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児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、
毎
年
６
月
に
「
現
況
届
」
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
こ
れ
は
毎
年
６
月
１
日
に
お
け
る
受
給
者
の
方
の
状
況
を
調
査
し
、
児
童
手
当
等
を
引

き
続
き
受
け
る
要
件
に
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
６
月
初
旬
に

「
現
況
届
」
の
用
紙
を
受
給
者
の
方
に
送
付
い
た
し
ま
す
の
で
、
期
限
ま
で
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
こ
の
届
の
提
出
が
な
い
と
６
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
提
出
先
　
　
　
　
役
場
住
民
福
祉
課

　
提
出
期
限
　
　
　
平
成
２０
年
６
月
２７
日
（
金
）

○
児
童
手
当
制
度
と
は

　
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
庭
生
活
の
安
定
に

寄
与
し
、
次
代
の
社
会
を
担
う
児
童
の
健
全
な
育
成
及
び
資
質
の
向
上
に
役
立
つ
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

①
受
給
で
き
る
人

　
出
生
か
ら
１２
歳
到
達
後
最
初
の
３
月
３１
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
（
小
学
校
修
了

前
の
児
童
）
を
養
育
し
て
い
る
人
。
た
だ
し
、
前
年
所
得
（
１
月
か
ら
５
月
ま
で
の

月
分
に
つ
い
て
は
前
々
年
所
得
）
が
一
定
以
上
の
場
合
に
は
、
所
得
制
限
に
よ
り
児

童
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
児
童
手
当
等
を
受
け
る
に
は
「
認
定
請
求
書
」
を
提
出
し
、
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば

受
給
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
支
給
開
始
は
申
請
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

②
児
童
手
当
の
額

　
３
歳
未
満
の
児
童
　
一
律
　
　
　
　
１
０，
０
０
０
円
（
月
額
）

　
３
歳
以
上
の
児
童
　
第
１
子
　
　
　
　
５，
０
０
０
円
（
月
額
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
２
子
　
　
　
　
５，
０
０
０
円
（
月
額
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
３
子
以
降
　
１
０，
０
０
０
円
（
月
額
）

※
第
○
子
と
は
、
１８
歳
に
達
す
る
日
以
後
最
初
の
３
月
３１
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
（
一

般
に
高
校
を
卒
業
す
る
時
期
ま
で
の
者
）
の
み
を
数
え
て
い
い
ま
す
。

③
支
給
時
期

　
　
原
則
と
し
て
、
毎
年
２
月
、６
月
、１０
月
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

④
所
得
制
限
限
度
額

　
所
得
に
は
一
定
の
控
除
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
所
得
制
限
限
度
額
は
年
に
よ
っ
て
変

更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
役
場
の
窓
口
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
父
親
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
（
離
婚
・
死
亡
・
１
年
以
上
の
遺
棄
等
）

の
家
庭
生
活
の
安
定
と
自
立
を
図
る
た
め
に
母
親
や
母
親
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
父
親
に
一
定
の
障
害
が
あ
る
場
合
に

つ
い
て
も
同
様
で
す
。

①
受
給
で
き
る
人

　
児
童
を
監
護
し
て
い
る
母
、
ま
た
は
母
に
か
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
。

　
※
児
童
と
は
、
１８
歳
に
達
す
る
日
以
降
最
初
の
３
月
３１
日
ま
で
の
人
で
す
。

　
※
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
る
に
は
「
認
定
請
求
書
」
を
提
出
し
、
認
定
を
受
け
な

　
け
れ
ば
受
給
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
支
給
開
始
は
申
請
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
と

　
な
り
ま
す
。

★
請
求
者
及
び
扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
得
が
一
定
額
以
上
の
場
合
や
請
求
者
が
公

　
的
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
手
当
の

　
支
給
要
件
に
該
当
し
た
日
が
平
成
１０
年
３
月
３１
日
以
前
で
あ
る
場
合
は
、
正
当
な

　
理
由
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
認
定
請
求
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
２０
歳
未
満
の
心
身
に
中
程
度
以
上
の
障
害
の
あ
る
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
若
し

く
は
母
又
は
父
母
に
か
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
前
年
所
得
が
一
定
額
以
上
あ
る
場
合
ま
た
は
児
童
が
障
害
に
よ
る
公
的
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
る
に
は
「
認
定
請
求
書
」
を
提
出
し
、
認
定
を
受
け

な
け
れ
ば
受
給
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
支
給
開
始
は
申
請
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
と

な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
役
場
住
民
福
祉
課
　
�

０
７
４
５
┃

４４
┃

２
２
１
１
（
内
線
１
８
２
）　

児
童
手
当
等
受
給
者
の
方
へ
（
児
童
手
当
等
現
況
届
）

児
童
手
当
等
受
給
者
の
方
へ
（
児
童
手
当
等
現
況
届
）

児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当



　　
毎
回
一
つ
テ
ー
マ
を
決
め
て
、
健
康
に
役
立
つ
話
を
う
か
が
い
ま

す
。
体
操
は
、
い
す
に
座
っ
て
で
も
で
き
る
、
し
か
も
か
ら
だ
の
中

の
小
さ
な
筋
肉
を
鍛
え
て
い
く
、
こ
こ
だ
け
の
と
っ
て
お
き
の
体
操

で
す
。
あ
な
た
も
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

○
日
　
時
　
6
月
13
日（
金
）
午
前
10 
時
〜
12 
時

○
ゲ
ス
ト
　
内
田
恵
美
子
さ
ん
（
健
康
運
動
指
導
士
）

○
持
ち
物
　
タ
オ
ル

○
申
し
込
み
　
不
要

　　　
シ
ル
バ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
カ
・
ト
リ
オ
の
み
な
さ
ん
は
、
な
ん
と
平

均
年
齢
７５
歳
以
上
。
2
6
0
曲
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
持
ち
、
医
療
機

関
や
福
祉
施
設
を
は
じ
め
と
す
る
各
地
で
の
演
奏
活
動
の
様
子
は
新

聞
や
テ
レ
ビ
で
も
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
シ
ル
バ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
カ
・

ト
リ
オ
の
み
な
さ
ん
を
囲
ん
で
、
ハ
ー
モ
ニ
カ
演
奏
と
お
し
ゃ
べ
り
、

そ
し
て
お
い
し
い
お
茶
で
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
せ
ん
か
。

○
日
　
時
　
6
月
２６
日（
木
）
　
午
後
1
時
３０
分
〜
3
時

○
ゲ
ス
ト
　
シ
ル
バ
ー
・
ハ
ー
モ
ニ
カ
・
ト
リ
オ

　
（
奈
良
県
・
桜
井
市
社
会
福
祉
協
議
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
力
団
体
）

○
参
加
費
　
1
5
0
円
（
菓
子
代
）

○
申
し
込
み
　
不
要

問
い
合
わ
せ
　

　
西
人
権
文
化
セ
ン
タ
ー

　
　
�

0
7
4
5
‐
４４
‐
2
0
8
0

日
程

　
Ａ
ク
ラ
ス
（
小
学
校
１
年
生
）
定
員
２４
名

　
　
　
　
　
　
型
作
り
　
 
６
月
２８
日（
土
）　
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
９
時
３０
分
〜
１１
時
３０
分

　
　
　
　
　
　
色
付
け
　
 
８
月
１９
日（
火
）　
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
９
時
３０
分
〜
１１
時

　
Ｂ
ク
ラ
ス（
小
学
校
２
・
３
年
生
）
定
員
２４
名

　
　
　
　
　
　
型
作
り
　
 
７
月
５
日（
土
）　
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
９
時
３０
分
〜
１１
時
３０
分

　
　
　
 
 
 
色
付
け
　
 
８
月
２１
日（
木
）　
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
９
時
３０
分
〜
１１
時

　
Ｃ
ク
ラ
ス
（
小
学
校
４
・
５
・
６
年
生
）
定
員
２４
名

　
　
 
 
 
 
型
作
り
　
 
７
月
２５
日（
金
）　
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
９
時
３０
分
〜
１１
時
３０
分

　
　
　
 
 
 
色
付
け
　
 
８
月
２２
日（
金
）　
 
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
９
時
３０
分
〜
１１
時

場
　
所
　
川
西
町
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
 
 
�

０
７
４
５
‐
４３
‐
２
５
３
０

持
ち
物
　
エ
プ
ロ
ン
・
手
ふ
き
タ
オ
ル
・
お
茶
　

参
加
費
　
３
０
０
円

申
し
込
み
期
間
　
A
、B
、C
、ク
ラ
ス
と
も
６
月
２
日（
月
）〜
６
月
６
日（
金
）

申
し
込
み
方
法
　
①
い
ぶ
き
・
す
ば
る
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
へ
申
し
込
み
用
紙
を
持
参

　
　
　
　
　
　
　
②
い
ぶ
き
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
へ
電
話
申
し
込
み

　
　
　
　
　
　
　
　
�

０
７
４
５
‐
４３
‐
０
５
５
０

　
　
　
　
　
　
　
③
す
ば
る
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
へ
電
話
申
し
込
み

　
　
　
　
　
　
　
　
�

０
７
４
３
‐
６４
‐
１
９
８
９

受
付
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時（
土
、日
曜
日
を
除
く
）

（
注
）
応
募
者
が
定
員
を
超
え
た
場
合
、
抽
選
と
な
り
ま
す
。

　
　
　
抽
選
に
は
ず
れ
た
方
の
み
、
６
月
１１
日
（
水
）
ま
で
に
電
話
連
絡
し
ま
す
。

　いきいき広輪は、おおむね65歳以上の方を対象に軽い体操やレクリエーションなどを通じて、いろ
んな人とのつながりの中で喜びや楽しみを見い出し、互いに支えあいながら健康で充実した生活を送っ
ていただくことを支援するものです。
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地
域
支
援
事
業
は
要
介
護
状
態
に
な
る
前
か
ら
の
介
護
予
防
を
推
進
す
る
ほ
か
、
在
宅

生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
事
業
で
す
。

　
こ
の
事
業
は
、
役
場
内
に
あ
る
『
川
西
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
』
が
担
当
し
て
い

ま
す
。

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
主
な
業
務
内
容

　
〇
総
合
相
談

　
　
高
齢
者
や
そ
の
家
族
、
地
域
の
方
な
ど
、
み
な
さ
ん
が
抱
え
る
悩
み
や
心
配
事
な
ど
、

　
　
な
ん
で
も
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
情
報
提
供
や
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
ぎ
ま
す
。

　
〇
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

　
　
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
た
だ
く
た
め
の
計
画
を
作
成
し
、
評
価
し
ま
す
。

　
〇
権
利
擁
護
・
虐
待
の
早
期
発
見
・
防
止

　
　
高
齢
者
虐
待
へ
の
対
応
、
成
年
後
見
制
度
の
活
用
な
ど
、
高
齢
者
の
権
利
を
擁
護
し

　
　
ま
す
。

　
〇
包
括
的
・
継
続
的
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

　
　
地
域
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
指
導
や
支
援
を
し
ま
す
。

【
各
種
事
業
・
サ
ー
ビ
ス
】

＊
詳
細
に
つ
い
て
は
、
健
康
長
寿
課
 
介
護
高
齢
室
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〇
介
護
予
防
事
業
（
特
定
高
齢
者
施
策
・
一
般
高
齢
者
施
策
）

〇
ね
た
き
り
老
人
紙
お
む
つ
等
支
給
事
業
 

〇
家
族
介
護
慰
労
事
業

〇
「
食
」
の
自
立
支
援
事
業
（
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
） 

〇
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業

〇
住
宅
改
修
支
援
事
業
 

介
護
・
高
齢
者
虐
待
等
に
関
す
る
相
談
窓
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
！
）

●
川
西
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
川
西
町
役
場
内
）
�

０
７
４
５
┃

４４
┃

２
２
１
１

●
田
原
本
園
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
磯
城
郡
田
原
本
町
大
字
味
間
５
２
３
番
地
の
１
　
　
�

０
７
４
４
┃

３３
┃

６
０
６
６

●
田
原
本
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
「
サ
ン
ラ
イ
フ
田
原
本
」

　
　
磯
城
郡
田
原
本
町
大
字
小
阪
３
０
５
番
地
の
１
　
　
�

０
７
４
４
┃

３２
┃

２
２
４
４

＊
高
齢
者
の
自
立
を
支
援

　
　
　
　
　
　
　
　
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
を

　
介
護
保
険
制
度
は
、
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
高
齢
者
を
社
会
全
体
で
支
え
て

い
こ
う
と
、
４０
歳
以
上
の
み
な
さ
ま
か
ら
納
め
て
い
た
だ
い
た
介
護
保
険
料
と

税
金
な
ど
を
財
源
に
、
区
市
町
村
が
保
険
者
と
し
て
運
営
し
て
い
ま
す
。
今
回

は
、
地
域
支
援
事
業
や
、
介
護
認
定
の
流
れ
、
介
護
認
定
を
受
け
て
利
用
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
等
に
つ
い
て
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

＊
利
用
者
の
現
況

　
平
成
１２
年
４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
介
護
保
険
制
度
は
、
３
年
ご
と
に
事
業

計
画
を
見
直
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
現
在
（
平
成
２１
年
３
月
末
ま
で
）、

第
３
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
た
介
護
保
険
料
を
納
め
て
い

た
だ
き
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
等
の
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
平
成
２０
年
度
は
、
平
成
２１
年
４
月
以
降
の
第
４
期
介
護
保
険
事
業
計
画
等

を
策
定
す
る
年
度
に
あ
た
り
ま
す
。
平
成
２０
年
４
月
１
日
現
在
、
川
西
町
内
の

６５
歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被
保
険
者
）
は
２，
２
３
０
人
。
高
齢
化
率
（
６５
歳
以
上

の
人
口
の
割
合
）
は
２４．
２
％
、
後
期
高
齢
化
率
（
７５
歳
以
上
の
人
口
の
割
合
）

は
１１．
０
％
で
、
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
認
定
者
は
３
２
２
人

と
な
っ
て
お
り
、
毎
年
高
齢
化
率
が
高
く
な
る
と
と
も
に
、
認
定
者
も
増
加
し

て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
役
場
健
康
長
寿
課
介
護
高
齢
室
　

　
　
　
　
　
　
�

０
７
４
５
‐
４４
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
６
４
）

介
護
保
険
の
お
知
ら
せ

介
護
保
険
の
お
知
ら
せ

介
護
保
険
の
お
知
ら
せ

介
護
保
険
の
お
知
ら
せ

介
護
保
険
の
お
知
ら
せ

介
護
保
険
の
お
知
ら
せ

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業
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【第1号被保険者】６５歳以上の方

～ 介護保険サービスの利用と地域支援事業の流れ介護保険サービスの利用と地域支援事業の流れ ～～ 介護保険サービスの利用と地域支援事業の流れ ～～ 介護保険サービスの利用と地域支援事業の流れ ～

～ 介護保険で利用できる主なサービス ～

地域包括支援センター
（川西町役場内）

介護予防スクリーニング（生活機能評価）

非該当 認定調査

磯城郡認定審査会

及び 主治医意見書

要支援1・2要支援・要介護になるおそれのある方自立

一般高齢者施策 ケアプランの作成

介護保険サービスの利用特定高齢者施策
【地域支援事業】

 ＊居宅サービス 
【訪問系】

(介護予防)訪問介護 ：ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護や生活援助をおこないます。

(介護予防)訪問入浴介護 ：居宅に簡易浴槽を持ち込んで、入浴介助をおこないます。

(介護予防)訪問看護 ：看護師等が居宅を訪問し、主治医の指示書に基づき療養上の看護等をおこないます。

(介護予防)訪問リハビリテーション ：理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問しリハビリテーションをおこないます。

(介護予防)居宅療養管理指導 ：医師等が居宅を訪問し療養上の管理や指導をおこないます。

【施設利用系（通所・短期入所等）】

(介護予防)通所介護 ：施設に通い、食事・入浴等の提供やレクリエーションが受けられます。

(介護予防)通所リハビリテーション ：介護老人保健施設等で機能訓練等が受けられます。

(介護予防)短期入所生活(療養)介護 ：短期間施設に入所し、日常生活上の介護や機能訓練等が受けられます。

(介護予防)特定施設入居者生活介護 ：有料老人ホーム等の入居者に対して、介護や支援をおこないます。

【その他】 

(介護予防)福祉用具貸与 ・ 福祉用具購入費支給 ・ 住宅改修費支給

【地域密着型サービス】

認知症対応型共同生活介護等

 ＊施設サービス 

   介護老人福祉施設 ・ 介護老人保健施設 ・ 介護療養型医療施設

※要支援者は利用できません。

介護予防ケアプランの作成と評価 介護予防ケアプランの作成と評価

要介護1～5

要介護認定の申請

【第2号被保険者】４０歳以上６４歳以下で
医療保険に加入し、かつ１６種類の特定疾病に該当する方

※家族や地域包括支援

センターなどによる代

行申請も可能です。

居宅介護支援事業所



10

　
年
金
記
録
問
題
に
つ
き
ま
し
て
、
皆
様
に
は
大
変
な
ご
迷
惑
と
ご
心
配
を
お
か
け
し
、

深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
社
会
保
険
庁
に
お
き
ま
し
て
は
、
コ
ン
ビ
ニ
納
付
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
の
導
入

な
ど
、
納
め
や
す
い
環
境
づ
く
り
に
取
り
組
み
、
下
記
の
よ
う
に
納
付
方
法
の
多
様
化
も

進
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

　
今
般
、
こ
れ
ら
の
納
付
方
法
に
よ
る
納
付
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
不
適
切
な
取
扱
い

の
再
発
防
止
策
の
一
環
と
し
て
、
平
成
２０
年
５
月
か
ら
、
原
則
と
し
て
社
会
保
険
事
務
所

の
窓
口
に
お
け
る
国
民
年
金
保
険
料
の
現
金
領
収
を
廃
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

　
今
後
の
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に
つ
き
ま
し
て
は
、
下
記
の
方
法
に
よ
り
納
付
し
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、
社
会
保
険
事
務
所
か
ら
保
険
料
の
督
促
等
を
し
た
場
合
な
ど
は
、

当
分
の
間
、
社
会
保
険
事
務
所
の
窓
口
で
も
現
金
に
よ
る
納
付
を
受
け
付
け
ま
す
。

問
い
合
せ
　
奈
良
社
会
保
険
事
務
局
桜
井
事
務
所
　
�

０
７
４
４
┃

４２
┃

０
０
３
３

　
平
成
１７
年
３
月
以
前
に
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
国
民
年
金
に
任
意

加
入
さ
れ
て
い
た
方
で
、
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
で
き
る
月
数
を
超
え
て
保
険
料

を
納
付
さ
れ
た
方
は
、
そ
の
超
え
た
月
数
分
の
保
険
料
を
お
返
し
い
た
し
ま
す
。（
お
返

し
で
き
る
の
は
任
意
加
入
被
保
険
者
と
し
て
納
付
さ
れ
た
保
険
料
で
あ
り
、
強
制
加
入
被

保
険
者
と
し
て
納
付
さ
れ
た
保
険
料
は
お
返
し
で
き
ま
せ
ん
。）

　
被
保
険
者
で
あ
っ
た
方
が
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
先
順
位
の
相
続
人

の
方
に
お
返
し
い
た
し
ま
す
。

60
歳
以
降
に
国
民
年
金
に
任
意
加
入
さ
れ
て
い
た
方
へ

　
〜 
納
め
す
ぎ
て
い
た
国
民
年
金
保
険
料
を
お
返
し
し
ま
す
 〜

　
問
い
合
わ
せ
　
奈
良
社
会
保
険
事
務
局
桜
井
事
務
所
�

０
７
４
４
┃

４２
┃

０
０
３
３

必
要
な
手
続
き
は
・
・
・

　
社
会
保
険
事
務
所
に
申
出
書
、
国
民
年
金
保
険
料
還
付
請
求
書
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。（
用
紙
は
社
会
保
険
事
務
所
に
あ
り
ま
す
。）

手
続
き
に
必
要
な
書
類

・
年
金
手
帳
（
又
は
年
金
証
書
）

・
預
金
通
帳
（
請
求
者
以
外
の
口
座
に
振
込
み
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
別
途
委
任
状
が
必
要
で
す
。）

被
保
険
者
で
あ
っ
た
方
が
死
亡
さ
れ
て
い
る
場
合

・
被
保
険
者
で
あ
っ
た
方
の
死
亡
を
明
ら
か
に
で
き
る
書
類
（
例
え
ば
戸
籍
抄
本
）

・
先
順
位
の
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
例
え
ば
戸
籍
謄
本
）

※
代
理
人
が
手
続
き
を
さ
れ
る
場
合
は
、
右
記
の
書
類
に
加
え
て
委
任
状
及
び
代
理
人
の
方

の
身
分
を
確
認
で
き
る
書
類
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

①国民年金保険料納付書による納付
　納付場所

　　○全国の銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協・

　　　漁協等の金融機関

　　○郵便局

　　○コンビニエンスストア

②口座振替による納付
　申し込み手続きを行う窓口

　　○全国の銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協・

　　　漁協等の金融機関

　　○郵便局

　　○社会保険事務所

③クレジットカードによる納付
　申し込み手続きを行う窓口

　　○社会保険事務所

　　※ご利用につきましては、社会保険事務所にお尋ねくだ

　　　さい。

④電子納付（Pay-easy）が利用できます
　国民年金保険料の納付書は、Pay-easy（ペイジー）対応

のATM、インターネットバンキング等を利用して納付す

ることができます。Pay-easy（ペイジー）がご利用いただ

けるかどうかは、納付の際にご利用の金融機関にお問い合

わせください。

厚
生
労
働
省
・
社
会
保
険
庁

ご
協
力
お
願
い
し
ま
す

5
月
か
ら
社
会
保
険
事
務
所
の
窓
口
で
の
　

月
か
ら
社
会
保
険
事
務
所
の
窓
口
で
の
　

現
金
現
金
（
保
険
料
）

（
保
険
料
）
領
収
領
収
を
廃
止
し
ま
し
た
。

を
廃
止
し
ま
し
た
。

5
月
か
ら
社
会
保
険
事
務
所
の
窓
口
で
の
　

現
金
（
保
険
料
）
領
収
を
廃
止
し
ま
し
た
。
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６
月
１
日
は
、
人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
た
日
で
す
。

　「
人
権
の
世
紀
」
と
言
わ
れ
る
２１
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
人
権
尊
重
社
会
の
実
現
を
目
指

す
た
め
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
人
権
の
意
義
や
重
要
性
に
関
す
る
知
識
を
確
実
に
身
に
つ

け
る
と
と
も
に
、
人
権
問
題
を
直
感
的
に
と
ら
え
る
感
性
や
日
常
生
活
に
お
い
て
人
権
へ

の
配
慮
が
そ
の
態
度
や
行
動
に
現
れ
る
よ
う
な
人
権
意
識
を
は
ぐ
く
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
一
層
の
創
意
工
夫
を
凝
ら
し
た
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
視
点
か
ら
、
法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
の
本
年
度
の
啓
発
活
動
重
点

目
標
『
育
て
よ
う
　
一
人
一
人
の
　
人
権
意
識
〜
思
い
や
り
の
心
、
か
け
が
え
の
な
い
命

を
た
い
せ
つ
に
〜
』
と
定
め
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
主
体
的
に
豊
か
な
人
権
意
識
を
育
て

て
い
く
よ
う
な
啓
発
活
動
を
積
極
的
に
展
開
し
て
い
ま
す
。

★
 川
西
町
の
人
権
擁
護
委
員
は
次
の
３
名
の
方
で
す
。

　
檜
垣
　
隆
弘
　　
　（
中
 
村
）

　
福
西
　
裕
子
　
　　（
唐
 
院
）

　
大
西
　
千
香
子
 
（
南
吐
田
）

　
毎
月
第
２
火
曜
日
（
午
後
１
時
〜
午
後
４
時
）

　
ぬ
く
も
り
の
郷
内
「
心
配
ご
と
相
談
所
」
に
お
い
て
人
権
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
相
談
料
は
無
料
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　
問
い
合
わ
せ
　
役
場
住
民
福
祉
課
　
�

０
７
４
５
┃

４４
┃

２
２
１
１
（
内
線
１
８
１
）

　
今
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
を
省
み
る
と
人
権
に
関
わ
っ
た
（
女
性
・
子
ど
も
・
高
齢
者
・

障
害
の
あ
る
人
・
同
和
問
題
・
在
日
外
国
人
に
対
す
る
差
別
な
ど
）
問
題
が
存
在
し
て
い

ま
す
。
川
西
町
で
は
あ
ら
ゆ
る
人
権
問
題
解
決
の
一
環
と
し
て
、
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法

律
相
談
を
左
記
の
日
程
で
開
催
し
ま
す
。（
１
人
約
３０
分
）

　
日
時
 
７
月
８
日
（
火
）
午
後
１
時
〜
午
後
４
時

　
場
所
　
ぬ
く
も
り
の
郷

　
受
付
　
６
月
１６
日
（
月
）
〜
６
月
３０
日
（
月
）
迄
（
土
、
日
曜
日
は
除
く
）

　
　
　
　
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
 
 
先
着
順
に
て
受
け
付
け
ま
す
。

　
　
　
※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　

　
役
場
住
民
福
祉
課
　
�

０
７
４
５
┃

４４
┃

２
２
１
１
（
内
線
１
８
１
）

男
女
共
同
参
画
週
間
　
６
月
２３
日
（
月
）
〜
２９
日
（
日
）

　
男
女
が
互
い
に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
つ
つ
喜
び
も
責
任
も
分
か
ち
合
い
、
性
別
に

か
か
わ
り
な
く
、
そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
形

成
に
向
け
、
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
に
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
の
標
語
は
、「
わ
か
ち
あ
う
　
仕
事
も
家
庭
も
喜
び
も
」
で
す
。

　
み
な
さ
ん
も
、
こ
の
機
会
に
、
職
場
や
家
庭
で
の
男
女
の
役
割
分
担
や
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

人
権
擁
護
委
員
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

人
権
擁
護
委
員
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

川
西
町
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
人
権
相
談

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

川
西
町
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
人
権
相
談

弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

職
場
に
お
け
る

セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

 
 
 
 
 
 
 
っ
て
な
に
？

セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の

被
害
に
あ
っ
た
時
は

 
 
 
 
ど
う
す
れ
ば
い
い
？

　
相
談
は
全
て
無
料
で
す
。
　

　
相
談
内
容
な
ど
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
守
ら
れ
、
匿
名
で
相
談
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
の
で
安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◎
毎
月
第
１
水
曜
日
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で
　

　
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
相
談
員
（
女
性
）
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　
※
 面
談
を
希
望
す
る
場
合
は
、
事
前
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

　
　
ま
た
、
緊
急
な
ご
相
談
に
は
随
時
対
応
し
ま
す
。

連
絡
先
　
奈
良
県
労
働
局
雇
用
均
等
室

　
　
　
　
　
　
奈
良
市
法
蓮
町
３
８
７
番
地
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
奈
良
 
２
階
）

　
　
　
 
　
�

０
７
４
２
┃

３２
┃

０
２
１
０

電
話
受
付
時
間
　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分

　
　
　
　
　
　
　（
土
・
日
・
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）
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�0745-43-1900�0745-43-1900問い合わせ・申込み問い合わせ・申込み

6月 集団検診

65歳以上の方

40歳以上の方

40歳以上の方
☆ただし、生理中の方は受けられません。

35歳以上の方
☆ただし、妊娠中の方、胃疾患で治
療中の方、6ヵ月以内に胃検診を
受けた方は受けられません。

40歳以上の女性（町での検診は2
年に1回の受診となります）
☆ペースメーカー、乳房形成手術、
　授乳中の方は受けられません。

問診、
胸部レントゲン撮影

問診、
胸部レントゲン撮影
喀痰検査（必要
な方）

問診、便潜血検
査（2回採便）

問診、胃のエッ
クス線間接撮影

問診、視触診及
びマンモグラフィ
検診（レントゲン
撮影）

問診、血液検査
(B型・C型肝炎
ウイルス検査) 

無料

レントゲン撮影
300円

喀痰検査
（必要な方）

500円

500円

1,000円

1,400円

結核検診

肺がん

大腸がん

胃がん

乳がん

午前9時～
11時

午前9時～
11時

午前9時～11時
午後1時３０分

～3時

午後1時３０分
～3時

午後1時３０分
～3時

20日(金)

21日(土)

22日(日)

21日(土)

22日(日)

21日(土)

22日(日)

20歳以上の女性（町での検診は2
年に1回の受診となります）
☆ただし、生理中の方、子宮摘出手術を
　受けた方、前回の検査で精密検査を指
　示されている方は受けられません。

40歳以上の方で、これまで1度も
肝炎ウイルス検診を受けたことが
ない方。

問診、子宮頚部
の細胞診900円

600円

子宮がん

肝炎ウイルス
検　診

22日(日)

実 施 日 種 類 料 金 内 容受付時間 対 象 者

★申し込み期間終了後の、日にち・時間の変更は出来ませんので、ご注意ください。
★健康手帳をお持ちの方はご持参ください。
★各検診の申し込みは早めにお願いします。定員になり次第、締め切ります。

★検診の申し込み期間は、6月13日（金）までです。
★いずれの検診も70歳以上は無料です。

お詫びと訂正
　5月の回覧「川西町保健センターよりお知らせ」において、医療機関で受診できる乳がん検診の申し込み期間が
平成20年1月31日までとなっておりましたが、平成21年1月31日までの間違いです。お詫びし、訂正させていただきます。

“健康”はあなた自身のものであると同時に、家族みんなのものです。
　実施日のうち都合の良い日時を選び申し込んでください。

平成20年度の集団がん検診はこの期間だけです。
受診漏れのないように申し込んでください。
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保健センターで実施します
＊母子手帳を持参して下さい

4～6ヵ月児

7ヵ月以上の児

3歳6～8ヵ月児
(平成16年9月16日～
12月15日生まれ)
※対象者には個別通知
します。

3歳6ヵ月児
健 康 診 査

離 乳 食 教 室

＊2日前までに申し込
　んでください。

問診、身体計測、尿検査、内科診察、
歯科検診、視覚・聴覚検査、生活・
栄養・歯科・心理発達相談

6月13日（金）
受付時間
午後1時30分～
　　2時30分

7月3日（木）

離乳食ってこんなに簡単！　
離乳食を分かりやすく紹介します。
持ってくるもの：普段使っている赤
ちゃん用スプーン

★離乳食開始～２回食までの話と離
乳食のデモンストレーションと試食

★2回食～完了にかけての話と離乳
食のデモンストレーションと試食

受付時間
午後1時15分～
　　1時30分
受付時間
午前2時30分～
　　2時45分

生後3ヵ月～7歳6ヵ月
未満の児

三 種 混 合
予 防 接 種

《初回接種》
20日～56日間隔で3回接種してく
ださい。
《追加接種》
初回接種終了後12～18ヵ月の間に
1回接種してください。
＊持ち物：予診票、体温計

6月10日（火）
受付時間
午後1時30分～
　　1時50分

こ ど も
項　　目 対　　象 日　　時 実 施 内 容

保健センターで実施しますお と な

血圧が少し高いと言
われた方、血圧が心配
な方

高 血 圧 症
予 防 相 談
※ 時 間 予 約 制
（1人約30分）

保健師・栄養士が日常生活に関する
こと、食生活に関することなど個別
の相談に応じます。
＊健診や血液検査の結果などを持参
してください。

＊妊娠中の方へ＊
　町ではこれまで妊婦一般健康診査を１回助成していましたが、4月から助成回数を3回に増やして
います。（非課税世帯・生活保護世帯は5回。）
　以前に妊娠届を出した方で、現在妊娠中の方。また、本町へ転入した方で以前の所で助成回数が
3回未満の方には、申請手続きにより追加分を決定しますので、今後の受診時に利用できます。
　持ってくる物：母子健康手帳

6月25日（水）
実施時間
午前9時30分～
    11時30分

項　　目 対　　象 日　　時 実 施 内 容



DENGONBANDENGONBAN

（川西町人権問題啓発活動推進本部）

　みなさんご存知ですか、一般の

住宅に住宅用火災警報器の取り付

けが義務付けられています。

◆　新築住宅は、平成１８年６月１日

　より施行されています。

◆　既存住宅は、山辺広域行政事

務組合火災予防条例により平成

２１年６月１日までに設置しなく

てはいけません。できるだけ早

く設置しましょう。

　　なお、住宅用火災警報器の設

　置義務化を契機に、不適正な価

　格で販売を行う業者にご注意く

　ださい。

問い合わせ　磯城消防署予防係

　�０７４４－３３－２４６１

　ガソリンや灯油などの危険物は、

ちょっとした取扱いのミスで火事

や事故につながる可能性がありま

すので、下記の事項に注意しまし

ょう。

①ガソリンは、火災発生の危険性

が極めて高い物質であり、ガソリ

ンを貯蔵することは、極力控えま

しょう。

②灯油用のプラスチック容器(容量

２０リットル)にガソリンを入れる

ことは、極めて危険で、消防法令

により禁止されていますので、絶

対にやめましょう。

　この週間を機会に、危険物に対

する正しい知識を身につけ安全な

取扱いを心掛けましょう。

問い合わせ　磯城消防署予防係

　　�０７４４－３３－２４６１

　人命を救うためには、人工呼吸

や心臓マッサージ、心臓への電気

ショックを速やかに行うことが重

要です。最近では、一般の人が電

気ショックを行う機械｢ＡＥＤ｣を

用いることが認められました。磯

城消防署では毎月応急手当講習会

を行っていますので、ぜひ参加し

てください。

日時　６月２１日（土）

　　　午前９時～１２時

場所　磯城消防署

内容　普通救命講習（ＡＥＤ取扱

　い及び心肺そ生法など応急手当）

受講料　無料

申し込み・問い合わせ

　磯城消防署救急係

　�０７４４－３３－２４６１

日時　①７月１６日(水)　②８月２０

　日(水)　③９月１７日(水)　④１１

　月中旬　⑤１２月３日(水)

　午後１時３０分～４時３０分

内容　①開講式・消火器の使用方

　法　②普通救命講習　③てんぷ

　ら油及び危険物品の燃焼実験

　④施設見学(奈良市防災センタ

　ー予定)　⑤閉講式・修了証授与

※全課程を受講された方に修了書

　を授与します。

場所　磯城消防署

対象　町内在住・在籍の１８歳以

　上の女性

定員　約２０名

申し込み　６月２０日(金)まで

問い合わせ及び申し込み

　磯城消防署予防係　

　　�０７４４－３３－２４６１

6月

応急手当講習会

ママさん防火教室

14

一日も早く住宅用火災
警報器を設置しましょう

危険物安全週間
「安全へ確かなスマッシュ保守点検」
6月8日(日)～14日(土)



◎深刻化する不法滞在者問題

　現在、我が国には不法滞在者（偽

造パスポート等を利用して不法に

入国した者や滞在期間を超えて不

法に日本に残留する者等）が約１７

万４千人いるといわれています。

　また近年、これらの不法滞在者

がグループ化して、強盗等の凶悪

犯罪を繰り返すなど、外国人犯罪

の温床になっていると指摘されて

います。

◎外国人雇用にあたっては在留

資格の確認を

　不法滞在者の多くが不法就労し

ているものと考えられます。

　外国人の雇用にあたっては、必

ずパスポート・外国人登録証明書

等により、在留期限や在留資格を

確認してください。

　不法滞在の外国人や働くことの

認められていない在留資格（短期

滞在等）の外国人を雇用すること

はできません。

　これらの外国人を雇った事業主

は法律で罰せられます。

　これらに関して見たり聞いたり、

分からないこと等があれば、田原

本警察署（�０７４４－３３－０１１０）

までご連絡ください。

　川西町には、「能楽観世発祥の

地」として、結崎に日本芸能史上に

名高い面塚があります。

　この度、この面塚を町の誇り、

財産として守り保存していただく

ボランティアの募集を行います。

募集人数　若干名

資格等　制限なし

ボランティア内容　植栽への水や

り・月２回程度の清掃など

申し込み・問い合わせ　役場産業

振興課　�０７４５－４４－２２１１（内

線１５２）

日時　６月２９日(日)、１０月５日(日)

　午前９時３０分～午後４時

　※２回実施（都合のよい方で受

　験してください。）

場所　橿原市四条町８８　県農業総

　合センター　農業交流館

申し込み方法　願書受付は試験日

　の１０日前（必着）まで

申し込み及び問い合わせ先

　〒６３０-８２５３　　奈良市内侍原町

　６－１（社）奈良県猟友会

　�０７４２－２６－８１２５

　
　梅雨期は、大雨、集中豪雨による災害が発生しやすい時期です。
　事前の備えと気象情報には気をつけましょう。

　
　・雨どいや排水溝を点検し、破損箇所は修理し、泥などの詰まりは掃除しておきましょう。
　・万一避難するときのために、非常持出品（携帯ラジオ、懐中電灯、救急セット、非常食、衣類など）を一つに
　　まとめて準備しておきましょう。

応募資格　現在理学療法士の免許

　をお持ちの方

提出書類　履歴書（顔写真添付）

　　　　　理学療法士免許証（写）

応募期間　随時

選考方法　面接

勤務時間帯　８：３０～１７：１５

給与等　時給１,３００円から（経験

　年数による）

問い合わせ　

　国保中央病院　企画総務課

　�０７４４－３２－８８００（内線 ２２１２）

　病院内で病院スタッフと協力し

て、患者さまが良好な環境のもと

で安心して治療ができるようやさ

しく温かな雰囲気づくりのお手伝

いを行っていただきます。

　当院でのボランティア活動に関

心を持ってくださった方は是非、

ご連絡ください。

問い合わせ　ボランティア担当：

　上田直子　�０７４４－３２－８８００

　（内線 ２２１２）

ボランティアコーディネーターが

ボランティア活動を支援しています！

15

理学療法士（パート）募集
国保中央病院

ボランティア募集
国保中央病院

結崎面塚公園周辺
ボランティア募集

平成20年度
狩 猟 免 許 試 験

～不法滞在・不法就労
防止にご協力を～

田原本警察署からのお願い
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人　口／9 , 1 6 8 人

　　男　4 , 4 3 0 人

　　女　4 , 7 3 8 人

世帯数／3 , 3 9 0 世帯

（平成２０年５月１日現在）

●緑豊かなまち。美しい自然と環境を守り、住みよいまちを創りましょう。

●未来に伸びるまち。産業の振興につとめ、活力あるまちを創りましょう。

●平和に暮らせるまち。人権を尊重し、笑顔あふれる優しいまちを創りまし
ょう。

●歴史が息づくまち。貴重な文化遺産を守り。文化の香り高いまちを創りま
しょう。

●健康あふれるまち。心身をきたえ、スポーツに親しみ、明るいまちを創り
ましょう。

町民憲章
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13:00-15:00   交流アクティビティー 1分間スケッチ, ベリーダンス, カポエイラ, それぞれのゲームなど
 国地域の紹介ブース 韓国, フランス, グアテマラ, ニュージーランド,

ブラジル, アメリカ, 南アフリカ, 香港,
タンザニア, アルゼンチンなど

  美術展   写真, スケッチ、絵, 彫像など
15:00-17:00   パフォーマンス お琴, 和太鼓, ベリーダンス, 音楽, カポエイラ, 

アクロバット, ブレイクダンス, マジックショー 
日時 
場所 
    
主催 
共催 
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　平成17年度の島の山古墳の調査で

出土した植物製の籠のうち、２個体

がこのたび保存処理を終えて文化会

館に納入されました。この籠は文化

会館内で公開する予定です。

    奈良県立明日香養護学校では、本校の教育課程及び学習内容等について、理解を深めていただくことを
目的に学校見学会を行います。
　○日時・・・平成２０年６月４日（水）午前９時から１２時
　○対象・・・本校校区に在住する主に肢体不自由を有する幼児児童生徒の保護者及び保育所・幼稚園・
　　　　　　　小学校・中学校の特別支援学級担当者・障害児・者施設の関係職員
　　　　　　　（但し在宅訪問教育及び高校生は、全県が対象になります。）

問い合わせ・申し込み先　県立明日香養護学校（担当　辻）
（高市郡明日香村川原４１０　�０７４４－５４－３３８０）

と　き　　2008年6月13日（金）
　　　　　午後1時30分～午後3時

ところ　　川西文化会館2階
　　　　　サークルABC

内　容　　講演「やさしい人権の話」
　　　　　講師　中西敏明さん

明日香養護学校　学校見学会

　奈良県立明日香養護学校では、障害のある幼児児童生徒とその保護者に対して、本校の肢体不自由教育
についての理解と認識を深めていただくため、体験学習を行います。

　○日時・・・平成２０年７月３日（木）午前９時から１２時
　○対象・・・本校区に在住する主に肢体不自由を有する３歳児以上の幼児・小・中学生と保護者及び関
　　　　　　　係者（但し、在宅訪問教育は全県が対象になります）

　問い合わせ・申し込み先　県立明日香養護学校（担当　辻）
（高市郡明日香村川原４１０　�０７４４－５４－３３８０）

明日香養護学校　体験学習

　明日香養護学校では、下記のとおり教育相談に応じています。

◇相 談 日・・事前にご連絡いただきましたら、相談させていただきます。
◇相談内容・・○肢体不自由を有する子どもの就学、入学、転入学に関すること。
　　　　　　　○教育上の指導に関すること。
　　　　　　　○健康、自立活動、進路指導、交流及び共同学習、特別支援教育　等々。
◇対 象 者・・主に本校の通学校区に在住の保護者及び担任等を対象としています。
　　　　　　　ただし、訪問教育（在宅）の校区は全県対象ですのでこの限りではありません。
　　　　　　　※校区（橿原市・桜井市・大和高田市・御所市・五條市・香芝市・宇陀市・磯城郡・
　　　　　　　　宇陀郡・高市郡・吉野郡・北葛城郡のうち上牧町・広陵町）

　問い合わせ・申し込み先　県立明日香養護学校（担当　辻）（高市郡明日香村川原４１０　�０７４４－５４－３３８０）
☆学校の概要についてはホームページをご覧ください。http：//www５.kcn.ne.jp/̃kameisil/

奈良県明日香養護学校　教育相談のご案内

体育館よりお知らせ
○６月の町民開放日は、６月２９日（日）です。

　　（対象者は、川西町在住・在勤者）
○７月の運動場抽選会は、６月３０日（月）中央体育館
　　　　　　　　　　　　２階会議室で、午前９時より行います。
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学校・幼稚園では、たくさんの皆さんのご支援を待っています。

支援をしていただける方は、川西町教育委員会事務局、学校、幼稚園にお知らせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川西町教育委員会事務局（�０７４５－４４－２２１４）

今年も「川西町スクール支援スタッフ」支援始まる

スクール支援スタッフを募集しています。スクール支援スタッフを募集しています。スクール支援スタッフを募集しています。スクール支援スタッフを募集しています。スクール支援スタッフを募集しています。

　今年もスクール支援スタッフが活動を始めました。

　結崎小学校では、４月１７日（木）スクール支援スタッフに預かり保育のために来ていただきまいた。

　この日は授業参観のあと学級懇談会があり、PTAの学級委員の選出が行なわれました。そのため、

お子さんは、放課後、スクール支援の人たちと体育館で映画を見たりして時間を過ごしました。

　保護者の皆さんは、気がかりなく、学級懇談会に参加いただけたようです。

　終わった後、お子さんと連れだって帰って行かれました。

　スクール支援スタッフとは、保護者や地域の方々で、ボランティアとして学校で
いろいろな教育活動や環境整備など、学校を支援する活動にご協力をいただける方
のことです。地域の教育力を学校教育に生かしていこうというものです。

町内のほかの幼稚園や学校でも、スクール支援スタッフの人たちが、預かり保育、
図書整理、花壇や畑作りの手助け、草刈り、スポーツ指導、教室や遊具の保守等に
と活動、支援していただいています。

日　　時　　　平成20年6月8日（日）雨天の場合　6月14日（土）予定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小雨決行　中止は当日朝8時決定します。
集合場所　　　結崎駅前　　午前8時50分集合　午後4時過ぎ帰着予定
行　　程　　　結崎駅9時04分発→吉野駅→ロープウエイ吉野駅
　　　　　　　達人ガイドによる
　　　　　　　・ 蔵王堂をはじめ・南朝皇居跡・吉水神社・後醍醐天皇玉座の間
　　　　　　　・ 建武中興記念碑・如意輪寺・小楠公髪塚・後醍醐天皇凌など、
　　　　　　　　周囲は美しい自然が包み込むように、“絶景”の一言につきます。
　　　　
その他　　　　参加費100円　・昼食雨具は各自ご用意ください。
　　　　　　　交通費　結崎駅～吉野駅　640円　ロープウエイ350円（片道）

　　　＊参加はどなたでも自由です。申し込みは不要です。
　　　　当日、集合時間に集合場所までお越しください。
　　　・多くの方のご参加をお待ちしています。
ご案内　　森川和郁  TEL44－0706　 薦田義治  TEL43－1653
　　　　　中尾　陽  TEL44－0336　 福山清市  TEL44－2602　

花の苗を植付け中の、花壇づくりスクール支援スタッフの皆さん



http:// library.town.kawanishi.nara.jp
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町立図書館：川西文化会館内　電話 0745－44－2212　FAX 0745－44－2920　休館日／毎水曜日・祝日
第一金曜日・年末年始・特別整理期間　　開館時間／9：30～17：00

赤ちゃんクジラと泳いだ海
卜部日記・富田メモで読む人間・昭和天皇
お金のために死なないで 多重債務による自死をなくす
加害者は変われるか？DVと虐待をみつめながら
学校裏サイト　
家庭の安全・安心
家庭でできるリハビリとマッサージ
神と怨霊
河合隼雄の“こころ”
がんが転移・再発したときすぐに知りたいQ&A
行政不況
ケータイチルドレン
高校生レストラン、本日も満席。
鼓笛隊の襲来
さらば財務省！
食堂かたつむり
深海の不思議
そろそろ旅に　
地域は「自立」できるか
地球環境キーワード事典
中国汚染  「公害大陸」の環境報告
妻との修復
道化の町
道路問題を解く
なぜ被害者より加害者を助けるのか
ニッポンの検定100選
バカ親、バカ教師にもほどがある
光源氏が愛した王朝ブランド品
左手のコンチェルト
碧  奴　涙の女
北欧やすらぎの雑貨 きもち、自然派。

幻の大連
みるわかる伝える
みんなの「金沢21世紀美術館」
名画はあそんでくれる
目撃者が語る日本史の決定的瞬間
山のぼりおり

リン・コックス

半藤一利ほか

弘中　照美

信田 さよ子

下田 博次

下正宗ほか

梅 原 猛

河合 隼雄

矢沢サイエンスオフィス

中森　貴和

石野　純也

村林　新吾

三崎　亜紀

高橋　洋一

小 川 　 糸

滝澤美奈子

松井今朝子

奥野　信宏

地球環境研究会

相 川 　 泰

嵐山光三郎

ジェイムズ・パウエル

山崎　養世

後藤　啓二

「みんなの検定」委員会

藤原和博・川端裕人

河添　房江

舘 野 　 泉

蘇 童

松原　一枝

畑村洋太郎

結 城 昌 子

石 田 千

講 談 社

朝日新聞社

岩 波 書 店

筑 摩 書 房

東洋経済新報社

時事通信社

成美堂出版

文 藝 春 秋

小 学 館

学 研

宝 島 社

ソフトバンククリエイティブ

伊勢新聞社

光 文 社

講 談 社

ポ プ ラ 社

日本実業出版社

講 談 社

岩 波 書 店

中央法規出版

ソフトバンククリエイティブ

講 談 社

河出書房新社

ダイヤモンド社

産経新聞出版

ポ プ ラ 社

PHP研究所

角川学芸出版

佼成出版社

角 川 書 店

世界文化社

新 潮 社

講 談 社

主婦と生活社

二 玄 社

新人物往来社

山と渓谷社

   1 2 3 4 5 

6 7  8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

川西町ホームページ“http://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/”

　図書館のホームページでは、利用案内や行事の
お知らせ、蔵書の検索ができます。アドレスは、
次のとおりです。どうぞご利用ください。

図書館のホームページをご利用ください図書館のホームページをご利用ください図書館のホームページをご利用ください

こんな本もどうぞ ～新しく入った本から～

町立図書館

6月
図書館カレンダー

7月
は休館日 はおはなし会

除籍雑誌配布会のお知らせ
と　　き　平成２０年７月１３日（日）　10：00～11：30

と こ ろ　川西文化会館 ２階   サークル室Ａ･Ｂ･Ｃ

参加資格　町内に在住・在勤の方、図書館の「かしだ
　　　　　しカード」をお持ちの方。

　　　　　但し、小学生以上。

　

　　　

整理券の発行　　　
　先着１００名。６月２１日（土）から受付。

　開館時間中に図書館1階カウンターで発行します。

　発行時に雑誌タイトル一覧をお渡しします。

き ま り
１．当日は、整理券と雑誌との交換になります。

２．整理券は一人につき１枚発行します。

　 ご本人のみの発行となり、ご家族や代理の方など、

　 人数分の発行はできません。

３．交換は、１枚の整理券で合計５冊までです。

　 同じタイトルの雑誌は１冊までです。

４．いかなる理由があっても、整理券の再発行は致

　 しません。 

みなさんのご参加をお待ちしています。

◎小さい人　4才～1年生まで　　21日（土）

◎大きい人　2年生～中学生まで　28日（土）

　　どちらも11時からおはなしのへやで

6月21日（土）10じ30ぷん～10じ50ぷん
としょかん2かい　おはなしのへやで

蔵書点検等により、6月9日（月）～6月20日
（金）まで休館させていただきます。

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 

9日～20日は特別整理休館

※カードの更新手続きがまだの方は事前に済ま
　せて下さい。




